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【10】次の各々の文は、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、指定自動車整備事業規則及び自動車損
害賠償保障法並びに関係通達について述べたものです。指定自動車整備事業等の取扱いとして適切なも

のには「○」印を、不適切なものには「×」印を記入しなさい。

１	．自動車検査員は、法第 94 条の５第４項の検査を公正、かつ確実に行うため、当該検査に係る自動車の

整備作業の実務に従事してはならないが、タイヤの空気圧の調整は、点検又は検査時に行うことが合理的

である軽微な調整作業であり、作業を行うことは差し支えない。

２	．指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証

に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合

する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証及び保安基準適合標章を依頼

者に交付しなければならない。

３	．自動車検査証に記録された有効期間の満了する日が令和７年５月 20 日である事業用貨物自動車の継続

検査において、完成検査を令和７年５月 14 日に実施し同日に保安基準適合証の交付をする際、自動車使

用者から提示のあった自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間を確認したところ、令和６年５月 24 日

から令和８年５月 24 日であったので、保安基準適合証の余白に「最終の検査申請日　令和７年５月 24

日」と記載して保安基準適合証を交付した。

４	．保安基準適合標章を前面ガラスにはり付けて表示する際に、保安基準適合標章を車室内後写鏡の前方の

前面ガラスの上部にはり付けた。

５	．自動車は、当該自動車の前面ガラスに有効な保安基準適合標章を表示した場合にあっても、当該保安基

準適合標章の交付にかかる自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供し

てはならない。

６	．入庫した車両について、複数日にまたがって、複数人の自動車検査員で分担して検査の実務を行ったた

め、保安基準適合証には、最後に検査の実務を行った自動車検査員のみの氏名及び最後の検査の実務を行

った年月日を記載した。

７	．継続検査を受ける自家用小型乗用自動車において、当該自動車の屋根の上にリベットによる恒久的取付

方法によりルーフ・ラックが取り付けられた状態であり、自動車検査証に記載された高さと 20cm 相違し

ていたが、ルーフ・ラックは指定部品と考え、自動車検査員は保安基準に適合する旨を証明した。

８	．指定自動車整備事業者が自動車特定整備事業者から車検の依頼を受けた際に、依頼元の自動車特定整備

事業者が実施した点検整備の結果を記載した点検整備記録簿があったので、指定自動車整備事業者は完成

検査のみを実施し、保安基準に適合していたので保安基準適合証を交付した。

９	．完成検査を実施するにあたり、検査用スキャンツールを使った車載式故障診断装置の診断の結果の検査

について現車作業場で実施することは差し支えない。

10	．指定自動車整備事業者が、指定規則第６条第１項各号イ、ロ及びハに掲げる点検の結果、必要となっ

た電子制御装置整備について、他の自動車特定整備事業者に整備作業の一部を委託した。整備作業後に、

委託した自動車特定整備事業者から作業内容を記載した特定整備記録簿の写しが交付され、作業指示を

行った整備について適切性等が確認できたため、その整備作業については指定整備記録簿に記載しなかっ

た。

イ：主任技術者	 ロ：業務	 ハ：修理	 ニ：30 日	 ホ：車両番号標	 ヘ：中型
ト：整備主任者	 チ：公務	 リ：電話番号	 ヌ：小型	 ル：自動車登録番号標	 ワ：委託番号
カ：15 日	 ヨ：臨時運行許可番号標	 タ：事業場管理責任者	 レ：認証番号
ツ：交付順	 ネ：14 日	 ナ：指定番号	 ラ：受付順	 ム：大型	 ウ：自動車検査員
ノ：事業場	 オ：２年	 ヤ：分解	 コ：職務	 エ：事業者	 ア：１年
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